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新潟県教育振興基本計画の改定に当たって                                                  
 
 
 

１ 策定・改定の趣旨 
 

 新潟県では、人口の社会減への対応やひとづくりの推進など明日の新潟の飛躍に

つながる取組が喫緊の課題になっており、一人一人の個性や能力を伸ばす教育の重

要性が一層増していることから、教育施策のより積極的で具体的な展開を図ること

を目的として、平成 26 年４月に「新潟県教育振興基本計画」（以下「基本計画」と

いう。）を策定しました。 
基本計画は、計画期間を平成 26 年度（2014 年度）から令和７年度（2025 年度）

の 12 年間としており、「新潟県総合計画」の計画期間の見直しと連動させ、概ね４

年ごとに見直しを行っています。 
 現在、これまでの継続課題でもある児童生徒数の大幅な減少や教員の多忙化、家庭

の経済状況による教育格差の拡大に加え、国のＧＩＧＡスクール構想によるＩＣＴ教

育の加速度的な進展や新学習指導要領の着実な実施、特別な教育的ニーズのある子ど

もの増加など、新たな変化への対応が急務になっています。 
 今回の改定は、これまでの基本理念を継承しつつ、教育を取り巻く環境の変化や課

題を踏まえ、本県の今後の教育への取組の方向性を示しています。 
 

 

２ 計画の位置付け 
 

本計画は、県の最上位計画である「新潟県総合計画」を踏まえ、本県の具体的な施

策を示した教育行政の指針であり、教育政策を定めた行動計画です。また、教育基本

法第 17 条第２項の規定に基づき、地方公共団体が策定する教育の振興のための施策

に関する基本的な計画として位置付けられるものです。 

 本計画に基づいて施策を進め、点検・評価を実施してまいります。 

 

 

３ 計画の期間 

 

〇 今回の計画期間：令和４年度（2022 年度）～令和７年度（2025 年度） 
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新潟の教育の目指す姿  
 

１ 本県教育の基本理念 

 
【本県教育の基本理念】 

一人一人を伸ばす教育 

～一人一人の個性に応じた、質の高い豊かな教育の推進～ 

 

 本県では、基礎的知識や能力の習得を基本としながら、児童生徒一人一人を尊重し

て個性や能力を伸ばしていく教育を進めるために、個人個人が持つ多様な能力、個性、

興味・関心に応じた教育環境づくりや、特色ある学校づくりなどに取り組んできまし

た。 

 今後も「新潟県総合計画」の将来像を踏まえ、「一人一人を伸ばす教育」を基本理

念として、一人一人の個性に応じた、質の高い豊かな教育を推進していきます。 

 この基本理念の実現に向けて、これまでの取組に加え、未来を創る人材を育てるた

めの施策や、誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の整備などの施策を展開しま

す。施策の実施にあたっては、異なる立場や価値観などの多様性を尊重し、違いを認

め合うことができるよう、共に学ぶ機会の充実に努めます。 

 

○ 確かな学力の育成、教職員の資質・能力の向上 

  子どもたちが将来、社会で活躍できる資質・能力をはぐくむため、基礎的・基本

的な知識及び技能を確実に習得させるとともに、主体的・対話的で深い学びを通じ

た思考力・判断力・表現力の育成に向けた取組を推進します。 
  また、教員は教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、主体性を持って学

び続けることが求められているため、職責や経験、適性に応じた資質・能力の向上

に向けた取組を推進します。 
  さらに、教職員が子どもたちと向き合い、心を通わせた教育活動を推進するため、

教職員の負担軽減に配慮し、健康な心身でやりがいをもてるような環境づくりを推

進します。 
 

○ 学びにおけるＩＣＴの活用 

   国のＧＩＧＡスクール構想により、学校教育におけるＩＣＴの環境整備が進みま

した。今後、ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」及び「協働的な学び」の推進を

通じて、教育の質を向上させるとともに「主体的・対話的で深い学び」を目指しま

す。 
 

※ 「個別最適な学び」等については、15 ページのコラムを参照 

 

○ 誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の整備 

  子どもの貧困率は一時期よりも改善されましたが、依然として多くの子どもが貧

困世帯にあり、世帯タイプ等によって進路や進学率に差が生じています。また、特

別な教育的ニーズのある子どもは、全体の子どもの数が減少しているにも関わら

ず、年々増加している状況にあります。家庭の経済状況や障害の有無に関わらず、

等しく豊かな教育を受けられる環境の実現を目指し、教育費の負担軽減ときめ細か

な学力向上支援や、インクルーシブ教育システム※の構築などの取組を推進します。 
 

※ 「インクルーシブ教育システム」については、67 ページの注釈を参照 
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２ 本県の現状と課題  
 

我が国においては本格的な人口減少社会が到来し、地域社会のつながりや支え合い

も低下するなど、急激な社会状況の変化に直面しています。 
このような変化は、本県においても大きな課題となっています。 

 

○ 人口減少社会の到来 

  本県の総人口は、出生数の減少等による自然減の拡大と職業や学業を理由とした

県外への転出超過が続いていることにより、平成９年の 249.2 万人をピークに減少

が続き、令和３年には 217.7 万人となり、国立社会保障・人口問題研究所の将来推

計人口によれば、令和 27 年には約 169.9 万人（ピーク時の 31.8％減）に落ち込む

と見込まれています。また、本県は全国より速いペースで少子高齢化が進んでおり、

総人口に占める高齢者の割合は、平成 22 年の 26.3％から、平成 27 年には 29.9％

（全国平均 26.6％）に増加し、令和 27 年には 40.9％まで増加すると見込まれてい

ます。 

   人口減少や少子高齢化は、労働力人口の減少による経済活動の縮小や社会の活力

の低下をもたらすだけでなく、地域社会の維持が困難になるなど、県民生活に大き

な影響を及ぼすことが懸念されます。 
 

○ 教育を取り巻く環境変化 

人口減少社会の到来に伴う就学・就業構造の変化、技術革新やグローバル化の進

展に伴う産業構造や社会システムの変化、子どもの貧困など、教育を取り巻く状況

が大きく変化しています。 

このような中で、子どもたちが多様な人々と協働しながら様々な社会的変化に適

応し、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会を創り、そこで活躍することができ

るよう、取組を推進する必要があります。 

また、令和 4年 12 月に「新潟県教育の日に関する条例」が制定されました。同条

例では、県民が生涯にわたって学び、その学んだことを生かすことができる社会の

実現の推進を目的としており、そのための施策を実施していく必要があります。 

 

○ 家庭や地域の変容 

  核家族化など家族形態の変容のほか、価値観やライフスタイルの多様化などを背

景として、地域社会等のつながりや支え合いによるコミュニティ機能の低下が指摘

されています。 

  これにより、これまで培われてきた、文化・規範の次世代への継承が困難になる

おそれがあります。また、このことは、規範意識の低下といった教育上の問題の一

因にもなっています。 

 

３ 本県の長所 
 

本県には、恵まれた自然環境と豊かな食文化、地域に根ざした多様な文化や世界に

通用する産業技術や粘り強い県民性など、ひとづくりを支える多くの誇るべき長所が

あります。 

 

○ 恵まれた自然環境と豊かな食文化 

  豊かな自然と美しい景観に恵まれた本県には、四季折々の魅力があります。 
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  海岸線が長く、笹川流れや親不知、子不知海岸をはじめとした美しい海岸が存在

し、日本海に沈む夕日はまさに本県の誇る絶景です。 
また、本県は国内有数の豪雪地帯を有し、日本スキー発祥の地でもあるなど、ウ

ィンタースポーツが盛んです。 
豊富な雪解け水が信濃川をはじめとする各河川を潤し、清らかな水にはぐくまれ

た肥沃な大地と寒暖差のある気候により、味、人気、生産量で日本一の新潟県産コ

シヒカリを栽培してきました。近年は、コシヒカリとは異なるおいしさを追求した

新品種「新之助」を開発、作付けを進めています。 
   米菓や日本酒に代表される米に関連した食品産業のほか、豊かな自然と生産者の

創造力と努力により、「ルレクチエ」「えだまめ（新潟茶豆）」「越後姫」「にい

がた和牛」などの農林水産物を生み出しています。 
  さらには、「のっぺ」などの郷土食や発酵食に代表される地域ごとの気候風土に

由来する豊かな食文化が根づき、恵まれた自然環境とともに、子どもたちの健やか

な心身をはぐくんできました。 
 

 ○ 地域に根ざした多様な文化 

   本県には、世界遺産登録を目指す佐渡金銀山や、火焔型土器に象徴される信濃

川流域の縄文文化、山古志や小千谷の牛の角突き、長岡をはじめとする大花火、

白根の大凧など、連綿と受け継がれてきた全国に誇ることのできる多様な文化が

あります。また、祭りや風習など、各地域で地元の生活に根ざした様々な文化が

息づいています。 
 

○ 世界に通用する本県の産業技術 

     村上木彫堆朱、三条や燕の金属加工をはじめとして、本県には伝統的な工芸や

産業が多く受け継がれ、世界に誇ることのできる製品や工芸品を数多く生み出し

ています。また、石油・天然ガス開発に端を発する機械器具製造業及び化学工業、

繊維工業など、多種多様な産業を有しています。 

 

○ 新潟県のシンボル 

県の花「チューリップ」は出荷量全国１位、県の鳥「朱鷺」は国の天然記念物、

県の鑑賞魚「錦鯉」は新潟県が発祥の地であり、泳ぐ宝石として国内外から注目

されています。また、令和４年 11 月に県の石として「翡翠（ひすい）」が指定さ

れました。ほかにも、県の木「雪椿」、県の草花「雪割草」もあり、本県が誇る

べきシンボルが増えることで、魅力の再発見につながります。 
 

４ 今後目指すひとづくりの姿 
 

本県教育の基本理念である「一人一人を伸ばす教育」を進める中で、県内外での様々

な動き等を踏まえ、さらに本県の持つ長所も生かしながら、未来を切り拓き、これか

らの県の発展に参画できるような人材を育成し、輩出するという、今後目指すひとづ

くりの姿を、次の言葉にまとめました。 
 

【今後目指すひとづくりの姿】 

ふるさとへの愛と誇りを胸に、夢や希望を持って粘り強く 

挑戦し、未来を切り拓いていける、たくましいひとづくり
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５ 本県教育の方向性 
 

昨今の大きな社会変化や、これまでの教育施策に関わる取組の状況を踏まえ、本県

教育の基本理念として示した「一人一人を伸ばす教育」を進め、「ふるさとへの愛と

誇りを胸に、夢や希望を持って粘り強く挑戦し、未来を切り拓いていける、たくまし

いひとづくり」を実現するために、「新潟県総合計画」の柱立てに合わせ、「一人一

人の個性や能力を伸ばす教育の推進」「誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の

整備」「児童生徒が安全に安心して学べる学校づくり」「魅力ある高等教育環境の充

実」「生涯学び活躍できる環境づくり」の５つの基本方針を基に、施策の展開方向を

定めました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ いじめ防止等の取組 

２ 信頼される学校をつくる生徒指導体制の充実 

３ 教職員が児童生徒と向き合える環境づくり 

４ 児童生徒の安全確保と防災教育等の推進 

５ 学校施設の耐震化・機能向上 

【本県教育の基本理念】 一人一人を伸ばす教育 

～一人一人の個性に応じた、質の高い豊かな教育の推進～ 

社
会
変
化 

〇人口減少社会の到来 

〇教育を取り巻く環境の変化 

〇家庭や地域の変容     等 

本
県
の
長
所 

〇恵まれた自然環境と豊かな食文化 

〇地域に根差した多様な文化 

〇世界に通用する本県の産業技術 

〇新潟県のシンボル 等 

 
ふるさとへの愛と誇りを胸に、夢や希望を持って粘り強く挑戦し、 

未来を切り拓いていける、たくましいひとづくり 

【今後の目指すひとづくりの姿】 

「新潟県教育振興基本計画」推進のために必要な教育施策の方向性 

１ 確かな学力の育成 

２ 教職員の資質・能力の向上 

３ 学びにおけるＩＣＴの活用 

４ グローバル社会に対応した教育の推進 

５ 持続可能な社会を構築する教育の推進 

６ 夢や希望をかなえるキャリア教育の推進 

７ 豊かな人間性や社会性の基礎をはぐくむ幼児 

教育の充実 

８ 豊かな心、倫理観、規範意識などをはぐくむ

教育の推進 

９ 健康でたくましい心身をはぐくむ教育の充実   

10 家庭や地域と連携した魅力と活力ある学校 

づくりの推進 

11 私学教育の振興 

Ⅰ 一人一人の個性や能力を伸ばす教育の推進 

１ 教育費の負担軽減ときめ細かな学力向上支援 

２ 様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談・ 

支援体制の充実 

３ 地域と連携した学習支援、家庭教育支援の充実 

４ インクルーシブ教育システムの構築 

５ 多様化する教育ニーズに対応する高等学校 

定時制・通信制教育の推進 

Ⅱ 誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の整備 

Ⅲ 児童生徒が安全に安心して学べる学校づくり 

１ 県内大学・短大の魅力向上と地域貢献の推進 

２ 県立２大学の教育・研究・地域貢献機能の充実 

３ 多様な分野における実践的な職業教育の充実 

Ⅳ 魅力ある高等教育環境の充実 

１ 多様な主体の連携・協働による生涯学習の環境づくり 
２ 学びを活かした豊かな地域社会に向けた支え合うひと 

づくり 
３ 活力ある地域づくりに向けた地域社会と学校の連携の 

促進 

Ⅴ 生涯学び活躍できる環境づくり 
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６ ５つの基本方針と施策の展開方向 

 

基本方針Ⅰ 一人一人の個性や能力を伸ばす教育の推進 
◯ 確かな学力、豊かな心、健やかな体をバランスよくはぐくみ、子どもたちが自ら

の考えを的確に表現しながら多くの人々と協働する力を身に付けるとともに、一人

一人が夢や希望を持って粘り強く挑戦し、未来を切り拓いていける力を身に付ける

教育を実現します。 

 

 【施策の展開方向】                        

１ 確かな学力の育成 

２ 教職員の資質・能力の向上 

３ 学びにおけるＩＣＴの活用 

４ グローバル社会に対応した教育の推進 

５ 持続可能な社会を構築する教育の推進 

６ 夢や希望をかなえるキャリア教育の推進 

７ 豊かな人間性や社会性の基礎をはぐくむ幼児教育の充実 

８ 豊かな心、倫理観、規範意識などをはぐくむ教育の推進 

９ 健康でたくましい心身をはぐくむ教育の充実    
10 家庭や地域と連携した魅力と活力ある学校づくりの推進 

11 私学教育の振興  

 

振興基本計画の主な指標 現状値 目標値（R7年度） 

・「授業が分かる」児童生徒の割合 

 （小・中学校） 

84.0％ 

（R3） 

85.4％ 
 

・全国学力・学習状況調査における平均正答

率の本県と全国の差（小・中学校） 

小 −２ 

中 −１ 

(R3) 

小 ＋６ 

中 ＋５ 

 

・ＩＣＴを活用した授業が、学習意欲の向上につ

ながっていると考える生徒の割合（高校） 

83.2％ 

（R3） 

95.0％ 
 

・「進路実現に学校は役に立っている」と感じ

ている生徒の割合（高校） 

71.4％ 

（R3） 

76.0％ 

 

・子どもたちの学力や魅力ある学校づくり

など、一人一人を伸ばす教育が行われて

いると感じる者の割合 

全 体 28.0％ 

保護者 35.5％ 

(R3) 

全 体 40.0％ 

保護者 57.0％ 

 

   ※ 主な指標は、新潟県総合計画における指標と同じ指標としている。 

 

基本方針Ⅱ 誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境の整備 

◯ 子どもの貧困率が依然として高い水準にあり、世帯タイプ等によって進路や進学 

率に差が生じていることや、特別な教育的ニーズのある子どもの数が年々増加して

いる状況にあることから、育った家庭における経済状況や抱える障害などにかかわ

らず、誰もが等しく豊かな教育を受けられる環境を実現します。 
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【施策の展開方向】 

１ 教育費の負担軽減ときめ細かな学力向上支援 

２ 様々な悩みを抱える児童生徒に対する相談・支援体制の充実 

３ 地域と連携した学習支援、家庭教育支援の充実 

４ インクルーシブ教育システムの構築 

５ 多様化する教育ニーズに対応する高等学校定時制・通信制教育の推進 
 

振興基本計画の主な指標 現状値 目標値（R7年度） 

・住民税所得割非課税世帯と課税世帯の大

学、短期大学及び専修学校（専門課程）への進学

率の差 

10.0％※ 

（県立高・中等 

R3.3月卒業者） 

減少させる 

（R8.3卒業者） 

・高等学校における経済的理由、学校生活・学

業生活不適応による中途退学者の人数 

全体 

463 人 

不適応  

106 人 

経済的理由 0 人

（R2） 

全体  

減少させる 

不適応  

減少させる 

経済的理由 0人 
 

・子どもの多様な教育的ニーズに応える学校づ

くりに向けて、外部機関と連携し、それを活用し

ている小中学校の割合 

小 99.4％ 

中 100.0％ 

（R3） 

小 100％ 

中 100％ 

    ※ 非課税世帯：66.1％、課税世帯：76.1％（県立高校・中等教育学校 R3.3 卒業者） 

   ※ 主な指標は、新潟県総合計画における指標と同じ指標としている。 

 

基本方針Ⅲ 児童生徒が安全に安心して学べる学校づくり 

 いじめ防止等の取組や信頼される生徒指導体制の充実、教職員が児童生徒と向き合

える環境づくりなどを推進するとともに、学校施設の耐震化や機能向上などにより、

児童生徒が安全に安心して学べる環境の実現を図ります。 

 

【施策の展開方向】 

１ いじめ防止等の取組 

２ 信頼される学校をつくる生徒指導体制の充実 

３ 教職員が児童生徒と向き合える環境づくり 

４ 児童生徒の安全確保と防災教育等の推進 

５ 学校施設の耐震化・機能向上 

振興基本計画の主な指標 現状値 目標値（R7年度） 

・「いじめはどんなことがあってもいけない」と考

える児童生徒の割合 

小97.9％ 

中97.0％ 

（R3） 

小100％ 

中100％ 

 

 

・県立学校施設の耐震化率 

 

99.7％ 

（R3） 

100％ 

 

・「学校生活に満足している」と答えた児童生

徒の割合 

小中84.9％ 

高校82.4％ 

（R3） 

小中91.5％ 

高校84.0％ 

 

   ※ 主な指標は、新潟県総合計画における指標と同じ指標としている。 
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基本方針Ⅳ 魅力ある高等教育環境の充実 

 少子高齢化の進行、グローバル化など社会の急激な変化に対応していくためには、

新潟の将来を担う人材を育成する高等教育・研究機能が重要です。新潟県立大学及び

新潟県立看護大学の教育・研究・地域貢献機能を一層充実させるとともに、個性あふ

れる私学、国立大学法人、専門学校群と連携しながら県内高等教育機関の魅力をさら

に向上させ、本県高等教育の振興を図ります。 

 

【施策の展開方向】 

１ 県内大学・短大の魅力向上と地域貢献の推進 

２ 県立２大学の教育・研究・地域貢献機能の充実 

３ 多様な分野における実践的な職業教育の充実 

 

振興基本計画の主な指標 現状値 目標値（R7年度） 

・高等教育機関への進学による県外への流

 出超過率 

7.9％ 

（R3） 

7.0％ 

 
 
・県内大学の志願倍率 
 

3.4倍 
（R3） 

3.8倍 
 

   ※ 主な指標は、新潟県総合計画における指標と同じ指標としている。 

 

 
基本方針Ⅴ 生涯学び活躍できる環境づくり 

 県民が「だれもが、いつでも、どこでも」学べるよう、社会教育施設をはじめ様々

な学習機会を充実させるとともに、ひとづくり、地域づくりに取り組み、学んだ成果

を地域の諸課題の解決に有効に活用するなど、生涯にわたり学び活躍できる循環型の

生涯学習社会の実現を図ります。 

 

【施策の展開方向】 

１ 多様な主体の連携・協働による生涯学習の環境づくり 

２ 学びを活かした豊かな地域社会に向けた支え合うひとづくり 

３ 活力ある地域づくりに向けた地域社会と学校の連携の促進 

 

振興基本計画の主な指標 現状値 目標値（R7年度） 

・県民１人当たりの社会教育関係施設利用 
回数 

3.79回 
（H29） 

4.00回 
 

   ※ 主な指標は、新潟県総合計画における指標と同じ指標としている。 
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７ 計画の推進に当たって 

 
本計画の推進に当たっては、指標を設け「教育に関する事務の管理及び執行の状況

の点検及び評価」により、進捗状況の管理を行っていきます。 
また、積極的な情報提供を行うとともに、教育に対するニーズ、意見を幅広く聴取

することにより、学校、家庭、地域との連携を深めながら、各指標の達成を目指しま

す。 

 

（１）開かれた教育行政の推進 

   ■ 教育情報の提供及び広聴活動の充実 

      県では、この計画の着実な実施に向けて、基本理念や目指すひとづくりの

姿、基本方針等が広く県民の皆様に理解され、共有されるよう、各種広報誌

やインターネット等を活用し、教育情報を積極的に提供するとともに、広聴

窓口をとおして、ご意見やご要望の聴取に努めます。 

 

    ■ 学校関係者への周知 

     実際に子どもたちの教育に携わる各学校に対して、様々な機会を捉えて本

計画について周知し、学校関係者の理解を深めることにより、取組の促進を

図ります。 

 

（２）主体的な教育行政の展開 

   ■ 関係機関との連携 

  本計画で掲げた「ふるさとへの愛と誇りを胸に、夢や希望を持って粘り強

く挑戦し、未来を切り拓いていける、たくましいひとづくり」を実現するた

めに、国や大学、県警察本部などの関係機関と連携を図りながら、具体的施

策を展開します。 

 

   ■ 市町村との連携 

       これまでも市町村教育委員会とは、情報の共有化を図りながら適切に役割

分担を行い教育行政を推進してきました。今後も、本計画の推進に当たり、

基本理念や目指すひとづくりの姿、基本方針等を共有し、さらに連携して取

り組みます。 

 

（３）計画の進行管理 

     本計画の管理及び執行の状況についてＰＤＣＡサイクル※の考え方のもとで

毎年点検・評価（「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価」）

を行い、必要に応じて事業内容等の見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 「ＰＤＣＡサイクル」：事業活動における管理業務を円滑に進める手法の一つ。Plan（計画）→Do（実行）

→ Check（評価）→ Act（改善）の４段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する。 
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一人一人の個性や能力を 

伸ばす教育の推進 

 

基本方針Ⅰ 
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１ 確かな学力の育成 

（１）確かな学力の育成に向けた方針 
 幼児教育と小学校教育を円滑に接続し、義務教育から高等学校教育を通して、「個

別最適な学び」と「協働的な学び」を一体的に充実することで、「主体的・対話的

で深い学び」の実現に向けた授業改善につなげ、発達段階に応じて、児童生徒が自

分のよさや可能性を認識するとともに、多様な人々と協働しながら様々な社会的変

化に適応し、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会を創り、そこで活躍すること

ができるようにします。 

 

（２）義務教育段階での取組 
 

 目指すもの 

 ○ 児童生徒一人一人の学ぶ意欲を高め、基礎的・基本的な知識及び技能を習得させ、

これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力を育成しま 

す。 

 

 現状と課題 

○ 近年の本県児童生徒の学力は、全国学力・学習状況調査では、小・中学校ともに

全国平均と同程度、若しくはやや下回っています。本県児童生徒は全国と同様に、

判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べたり、結果を分析して解釈

・考察し説明したりすることなどに課題があります。 

 

○ 児童生徒が、これからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたっ

て能動的に学び続けることができるようにするためには、「主体的・対話的で深い

学び」の実現に向けた授業づくりを推進し、自ら課題発見に取り組み、それを解決

しようとする主体性や協働性等を身に付けさせていく必要があります。 

  
【資料】教科の平均正答率の全国平均との差（経年推移）    

  

 
 【資料】  本県における国語、算数・数学の平均正答率（％）（ ）は全国平均値 

公 立 国語 算数・数学 

小学校 66（66） 62（63） 

中学校 68（69） 50（51） 

                令和４年度「全国学力・学習状況調査」文部科学省 
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○ 本県児童生徒の「平日１時間以上家庭学習をする割合」については、小学校にお

いては全国平均を上回っていますが、数値は下降傾向にあります。中学校において

は、全国平均を下回っており、差が縮まらない状況です。「平日２時間以上家庭学

習をする割合」は小学校、中学校ともに全国平均より低く、課題となっています。 
      

【資料】「平日１時間以上家庭学習をする」児童生徒の割合 

  
 

  【資料】「平日２時間以上家庭学習をする」児童生徒の割合 

 

 

 

 

 

 

 

  

 令和４年度「全国学力・学習状況調査」 文部科学省 

 

施策の展開方向 

 
■ 学ぶ意欲を高めるための授業の工夫・改善 

  ○ 児童生徒一人一人が自分の力を十分発揮して学び、確かな力を身に付けること

ができるよう、児童生徒の実態把握と授業の工夫・改善によるきめ細かな教育活

動の実施について、各種研修会を通して働きかけます。 

 

  ○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、ＩＣＴ環境を活用し、児童生徒

の興味・関心や学習状況に応じた個別最適な学びを充実させます。また、児童生

徒同士あるいは多様な他者と協働的に学ぶ機会を充実させ、知識を関連付けて、

より深く理解できるような授業づくりを進めます。 
 

 

 ■ 教科教育専門監による指導・支援 

  ○ 教科指導に卓越した教員を教科教育専門監※１として配置し、地区内の中学校で

授業を行うなど、直接的・継続的な指導・支援を行います。 
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 ■ Ｗｅｂ配信集計システムの活用と充実 

    ○ インターネットを活用して、県内小・中・特別支援学校に、診断問題や指導改

善のための情報配信を行う「Ｗｅｂ配信集計システム」で、各学校の授業改善を

支援します。 
 

 

 

   

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 判断の根拠や理由を明確に示しながら自分の考えを述べたり、結果を分析して

解釈・考察し説明したりする力の伸長を図るために、診断問題を実施した授業の

後半に、自分の考えを伝え合う振り返りの活動を設定します。 

 

 

 ■ 家庭学習習慣の定着 

     ○ 児童生徒の学習意欲を高め、家庭学習習慣の定着が図られるよう、「学ぶ楽し

さ」「分かる喜び」を実感できる授業改善の取組を支援します。 

 

  ○  児童生徒が家庭学習で利用できるように、学習支援動画の運用を継続し各学校

での活用を促進します。 
     また、家庭学習の取組に関する好事例の共有を図り、市町村教育委員会や家庭

とも連携を図りながら、家庭学習習慣の定着を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１「教科教育専門監」：卓越した授業力を有する教員を専門監として配置。地区内の小・中学校での公開授業及び実

践的な研修の実施などを通じて、学力向上を図る。 
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 学習指導要領※２で求められる能力として、義務段階・高等学校段階をつなぐ全体的スタンスとし

て示しました。 

 

●「個別最適な学び」と「協働的な学び」 

「個別最適な学び」：指導方法や体制の工夫改善により「個に応じた指導」の充実と、ＩＣＴ環境

の活用、少人数によるきめ細かな指導体制の整備を進めること。 

「協働的な学び」：「個別最適な学び」から孤立しないよう、探究的な学習や体験活動等を通じ、

他者と協働しよりよい学びを生み出すこと。 

 

●「主体的・対話的で深い学び」 

「主体的な学び」： 学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、

見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる学び。 

「対話的な学び」：子ども同士の協働、教職員や地域の人との対話、先哲の考え方を手掛かりに考

えること等を通じ、自己の考えを広げ深める学び。 

「深い学び」：習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた「見方・考え

方」を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを

形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに

向かう学び。 

 
 

 
※２「学習指導要領」：全国のどの地域で教育を受けても、一定の水準の教育を受けられるようにするため、文部科学

省において、学校教育法等に基づき、各学校で教育課程（カリキュラム）を編成する際の基準として定めている

もの。 
    小学校学習指導要領：平成29年告示、令和２年度から全面実施 
    中学校学習指導要領：平成29年告示、令和３年度から全面実施 

高等学校学習指導要領：平成30年告示、令和４年度から年次進行で実施 

確かな学力の育成に向けた方針について 
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（３）高等学校教育段階での取組 

 目指すもの 

 ○ 生徒一人一人に確かな学力や専門的な知識・技能を身に付けさせ、将来において

自己実現可能な力をはぐくみます。 

 

 現状と課題 

  ○ 本県の高等学校等進学率は99％を超え、多様なニーズを持った生徒が入学してい

ることを踏まえ、生徒一人一人の個性、能力、適性等に応じた教育を一層推進して

進路希望を達成させるとともに、知識・技能を活かして、将来、社会で活躍できる

資質・能力をはぐくむことが求められています。 

 

  ○  生徒の進路希望達成を図るため、学習習慣形成支援や上級学校見学支援などを行

い、一定の成果が得られました。今後は、これまでの取組に加え、変化が激しく将

来の予測が困難な時代にあっても、自信を持って自分の人生を切り拓き、よりよい

社会を創り出していくことができる人材の育成を図ることが必要です。  

 

○ 「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、授業改善や探究的な学びを推進し、

学力の三要素※１、特に思考力・判断力・表現力を一層重視し育成していくことが求

められています。 

 

 ○ 本県では、医師をはじめとした地域医療を担う人材の不足が大きな課題となって

おり、医師等になることを目指して医学科や看護学科などを志望する生徒を支援

し、地域医療を支える人材の育成を進める必要があります。 
                                    
【資料】本県の大学等進学率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

県教育委員会（総務課）調べ  

【資料】本県高等学校卒業者（既卒者含む）の医学科進学者 

 
県教育委員会（高等学校教育課）調べ 
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施策の展開方向 

 ■ 社会の要請に応えるための人材育成 

○ 専門高校では、地域社会や企業との協力体制を確立し、その道の専門家の活用

を図るなどして、生徒の知識・技能をより高める取組を推進し、将来、技能五輪

などに出場できるようなスペシャリストを育成します。 
 

○ 医学科や看護学科等を志す生徒を対象とした体験講座等の実施を通して、倫理

観や使命感の醸成を図るとともに、各校の特色ある教育課程の編成を推進するな

どして、地域の医療を担う人材を育成します。 
 

○ 実践的な英語力の習得に加え、国際社会に通用する思考力・表現力・コミュニケ

ーション能力を身に付けさせ、国際理解教育の充実を図り、グローバル社会に対

応できる人材育成を目指します。 
 

 ■ 新しい時代に必要となる資質・能力の育成 

○ 生徒が義務教育で学習したことを踏まえ、基本的な知識及び技能を確実に習得

させるとともに、外部人材の活用などを通して探究活動を推進し、自ら課題を発

見し、解決していくための資質・能力を育成していきます。 
 

○ 高大接続改革※２の進展を踏まえた学習指導・進路指導の進め方について、学校

が互いに情報を交換し、効果的な指導方法を県内高等学校で共有することができ

るよう、進路指導担当者の協議会や、授業改善研修を実施し、学校全体の組織的

な学習指導・進路指導の充実を図ります。 
 

○ 主体的に進路を決定する能力や態度を育成するとともに、将来の進路を考え、

目的意識を持って学習活動を行うことができるように、インターンシップや大学

と連携した学習など、体験的な活動を充実させます。 
 

○ 選挙権年齢※３及び成年年齢引下げ※４に伴い、18 歳の高校生を取り巻く環境が

大きく変化したことを踏まえ、主権者教育や消費者教育等を推進し、主体的に社

会の形成に参画する態度や、自立した消費者となるための資質の育成を図りま

す。 
   

【理数トップセミナーの様子】      【医学科合格のための学力向上 

                     スタートダッシュ講座の様子】 
 

 
※１「学力の三要素」：①知識・技能の確実な習得 ②思考力、判断力、表現力 ③主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度。 
※２「高大接続改革」：高等学校教育、大学教育及び大学入学者選抜を一体的に改革するもの。 

※３「選挙権年齢引下げ」：平成28年６月（改正公職選挙法施行） 
※４「成年年齢引下げ」：令和４年４月（改正民法施行） 
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 ２ 教職員の資質・能力の向上 

 

 目指すもの 

 ○ 本県の学校教育における諸課題に対応するため、人格、能力、社会性ともに優れ

た教職員を確保するとともに､全ての教職員の資質・能力の向上を図ります。 

 

 現状と課題 
  
○ 確かな学力の育成など、よりよい教育に向けた取組に加え、教育課程・授業方法

の変革や、特別な教育的ニーズのある児童生徒の増加、いじめによる重大事案へ

の対応といった教育課題、地域・家庭との連携等、教職員が直面する課題は多岐

にわたっています。また、ＩＣＴ機器等の急速な整備により、学校における学習

環境に大きな変化が生じています。 

 

○ 教員は、その教職生涯を通じて学び続けるとともに、学校教育を取り巻く環境の

変化を前向きに受け止め、主体性を発揮しながら、個別最適な学び及び協働的な学

び※１を実践することが求められています。 

 

○ 教員には、使命感や責任感、教育的愛情等といった教職に必要な素養をはじめと

して、学習指導や生徒指導、特別な配慮や支援を必要とする子どもへの対応、さら

にはＩＣＴ、情報・教育データの利活用についての資質・能力の向上が求められて

います。そのため、教員免許更新制廃止に伴い導入される、研修履歴の記録の作成

と当該履歴を活用した資質向上に関する受講奨励（指導助言等）の仕組みを、合理

的かつ効果的に運用することが求められています。 

 

○ 近年の大量退職・大量採用の影響により経験の浅い教員が増加する中、若手教員

への知識・技能の継承などが課題となっています。 

 

○ 教員採用に当たっては、児童生徒数の減少に伴い教員定数も減少する中で、中長

期的な視点から計画的に定数管理を行うとともに、教員としての適格性を有し、個

性豊かで多様な人材の確保を図っていく必要があります。全国的に教員志願者が減

少しており、他県との競争の中、優秀な教員の確保に努めることが重要となります。 

 

○ 教職員一人一人の職務遂行における能力や業績を適切に評価し、その結果を教職

員の資質・能力の一層の向上や人材育成に活用するとともに、適材適所の人事配置

を考える必要があります。 

 

○ 指導が不適切な教員に対し、早期の指導改善を行うなど、今後も適切な人事管理

を行っていく必要があります。 
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 施策の展開方向 
 
■ 教職員研修の充実等 

○ 教員等育成指標に基づき、採用から退職までの全ての勤務期間を通して、職責、
経験及び適性に応じて教職員がその資質・能力を向上させていくとともに、よりよ
い教育への意欲を高める取組を進めます。 

 

○ 教員免許更新制が廃止になったことに伴う新たな研修制度として、研修履歴の記

録の作成や学校管理職との対話に基づく受講奨励により、教職員が自身の学びを振

り返りつつ、現状の把握と適切な目標設定を行い研修に取り組むことで、教職員の

資質向上を図ります。また、初任者研修や中堅教諭等資質向上研修などの国が定め

る法定研修なども含め、引き続き研修体系の整備、充実を図ります。 

  

○ 教職経験に応じて実施する基本研修を中心として、本県の教育課題等に対応する

より実践的な指導力の向上につながる専門研修や、各地域における教科指導のリー

ダーを育成するための研修について充実を図ります。また、研修の実施に当たって

は、働き方改革や負担軽減の視点を踏まえ、研修のオンライン化等を進めます。 

 
○ 特別支援教育やキャリア教育、いじめ等問題行動への対応など、国や県の施策を

踏まえた課題に対応する研修に重点的に取り組むとともに、ＩＣＴ教育などの新た

な教育課題に対応するなど内容等の充実を図ります。 
 
○ 教職員の資質・能力の一層の向上と学校組織の活性化を図る観点から、適切な教

職員評価を行い、学校運営に反映させるよう努めます。また、教職員全体のやる気

向上につながるよう、表彰制度の見直しを検討するとともに、各種教職員派遣研修

の充実を図ります。 

 

○ 指導が不適切な教員については、学校現場において早期に対応するとともに、必

要に応じて研修を実施することにより、該当教員の実践的な指導力の回復や向上に

努めます。 

 
■ 教員確保の取組等 

○ 教員採用については、中長期的な視点から、地域枠や特別支援枠なども考慮した
計画的な採用を行います。 

また、優秀な教員を確保するため、採用試験の内容や、教職経験や免許・資格の
所持状況に応じた優遇措置の適用などの改善を検討します。 

 

○ 教員志望者を増やすため、オンライン等による採用ガイダンスや個別相談会、動

画配信などの取組を充実させるとともに、大学生や高校生を対象に、教員の魅力を

伝える広報活動の強化を図ります。また、県内の各大学と連携し、次世代の教員養

成の在り方等に関する協議を進めます。 

  

■ 教員の指導力の向上のための効果的な指導方法の普及 

○ 教科等横断的な学習や、「主体的･対話的で深い学び」の実現に向けた授業づくり

が推進できるよう、教科教育専門監※２や指導主事の学校訪問による研修を充実させ、

指導方法等の課題に対し適切なフィードバックを行います。また、Ｗｅｂ配信集計

システムで配信される診断問題で、児童生徒の学習内容の定着度を分析し、授業改

善のための情報配信を行います。 

- 19 -



 
 

 

○ 学力向上に効果を上げた実践事例や指導法について、ホームページやリーフレッ

トで周知するとともに、研修会等で全県に周知し、普及を図ります。 
 

○ 県立高等学校においては、「総合的な探究の時間」における先進事例の周知や、

教科指導の工夫・改善をテーマとした研修の実施、専門高校における地元企業と連

携した取組などを通じて、教職員のさらなる知識・技能の習得や、授業力の向上に

努めます。 
 

■ 新潟県教育支援システムの普及と研修での活用 

○ 新潟県教育支援システムを活用し、教員間での学習指導案等の情報交換・共有を

通して教員の自主研修を促すとともに、業務の効率化を図り各学校の教育活動を支

援します。 

 

○ システムを活用した授業改善が推進されるよう、各種法定研修等で作成した資料

を蓄積するとともに、県内から広く募集して掲載資料の充実を図り、学校訪問等で

教員を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１「個別最適な学び及び協働的な学び」：教員における個別最適な学びとは、限られた時間の中で、教員自身の新た

な領域の専門性を身に付けるなど、強みを伸ばすための一人一人の教員の個性に即した学びのことである。また、

協働的な学びとは、個別最適な学びとの往還も意識しながら、他者との対話や振り返りなどの機会を確保し、教

員としてふさわしい資質・能力を広く身に付けていくための学びのことである。 

※２「教科教育専門監」：卓越した授業力を有する教員を専門監として配置。地区内の小・中学校での公開授業及び実

践的な研修の実施などを通じて、学力向上を図る。〔再掲〕 
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 ３ 学びにおけるＩＣＴの活用 

 

 目指すもの 

○ 確かな学力を育成するため、ＩＣＴを活用した「個別最適な学び」及び「協働

的な学び」の推進を通じて、教育の質を向上させるとともに「主体的・対話的で

深い学び」を目指します。 

○ これまでの教育実践の積み重ねにＩＣＴを最適に組み合わせることで、新しい

時代の学校教育を推進します。 

○ ＩＣＴの活用により空間的・時間的制約を緩和することで、児童生徒の学習の

機会を広げます。 

 

 現状と課題 

○ 国のＧＩＧＡスクール構想を受け、本県においても令和３年度末までに、児童生

徒１人１台の端末や学習用回線（Wi-Fi環境）が整備され、ＩＣＴを活用した学習

環境の整備が進んだところです。 
 
○ 情報化社会に対応できる児童生徒を育成するためには、日々進歩するＩＣＴ機器

を児童生徒が操作し、課題解決に活用できるよう、情報活用能力※１の育成をはじめ

として情報モラル、著作権、情報セキュリティ等を含めた必要な知識や技術の習得

が必要です。 
 
○ あわせて生徒数の減少に伴う高等学校の小規模化の進行、生徒のニーズやライフ

スタイルの多様化等に対応するため、遠隔教育により、離島・中山間地域における

小規模校等の生徒の進路希望に応じた多様な科目開設や、協働学習の機会を確保す

るとともに、ＩＣＴを活用しながら、生徒一人一人のニーズや状況に応じた学習支

援の充実を図る必要があります。 
 
○ また、ＩＣＴの活用は、特別な支援を必要とする児童生徒に対する学習上の困難

を軽減することにもつながります。 
  
○ 教員自身が授業内容や子どもの姿に応じてＩＣＴを活用しながら授業設計を行

えるようになるためには、全ての教員にＩＣＴを活用して指導する知識や能力、Ｉ

ＣＴの進歩に対応した操作能力等が求められます。そのため、教員が知識や技術を

継続的に身に付けていく必要があります。 
 

   【資料】本県教員のＩＣＴ活用指導力の状況（新潟市を含む公立学校） 

      （４段階評価で、「わりにできる」若しくは「ややできる」と回答した割合） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

令和３年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査」文部科学省 
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【資料】令和３年度中にＩＣＴ活用指導力の状況の各項目に関する研修を受講した本県教員の割合 

（新潟市を含む公立学校） 

 研修を受講した教員の割合 

小学校 85.3 ％ 

中学校 74.9 ％ 

高等学校 58.0 ％ 

令和３年度「学校における教育の情報化の実態等に関する調査〔速報値〕」文部科学省 

 

○ 学習環境の急速なＩＣＴ化により、十分な通信速度の確保や、端末が破損した場

合のルールづくりなど管理体制の整備が必要となります。また、今後の端末更新時

の保護者の負担の在り方について検討が必要になります。 
 

 施策の展開方向 

 ■ 学習におけるＩＣＴの効果的な利活用の推進 

児童生徒の１人１台端末環境のもと、個々の学習状況を把握し、効果的な学びの

支援を行うとともに、児童生徒の多様な興味・関心に基づいた教育活動により、一

人一人の学びを最大限に引き出します。 

 

【活用事例】 
協働での意見整理  思考を深める学習  デジタル教科書の活用 

 

 

 

 

 

互いの考えを視覚的に共有すること
により、グループ内の議論を深め、学
習課題に対する意見整理を円滑に進め
る。 

 データに基づいた試行やシミュレー
ション、数式等の可視化により想像力
や興味関心を高め、学習内容の理解を
深める。 

  教科書本文を朗読する音声やネイテ
ィブ・スピーカー等が話す英語等を、
自分のペースに合わせて確認し、理解
を深めるとともに、表現に生かす。 

 

 

 ■ 情報活用能力等を身に付ける教育活動の推進 

児童生徒が、情報活用能力※１の育成をはじめとして情報モラル、著作権、情報セ

キュリティ等について、知識や技術を確実に身に付けられるよう、指導書の配布や

研修会を開催します。 

研修会の際には、児童生徒がネットトラブル等、情報通信技術の危険性を自分事

として捉えられるよう体験的に学習する機会を設定します。 
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■ ＩＣＴを活用した遠隔教育の推進 

○ 県立学校においては、離島や中山間地域に立地する小規模校等に対し、多様な

進路希望に応じた教育を提供するため、ＩＣＴ環境を活用した遠隔教育を推進し

ます。 

 

○ 生徒のニーズに応じた選択科目の開設に向け、学校間配信に加え、遠隔授業配

信センターの設置など、新たな配信体制の構築について検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

■  特別支援学校等におけるＩＣＴ活用の推進 

児童生徒の障害や特性に応じてＩＣＴを活用し、視力や聴力等の弱さやコミュニ

ケーションの困難さを補うことは、各教科や自立活動において指導の効果を高める

ことに有効であることから、一人一人の実態等を的確にとらえた活用を一層推進し

ます。 

 

【活用事例】 
教科指導の効果を高める情報活用能力の育成  学習上の困難さの改善 

視覚障害のある児童生徒の一例  聴覚障害のある児童生徒の一例  肢体不自由のある児童生徒の一例 

 

 

 

 

 
拡大読書器やタブレット端末などを

活用し、教科書やテストの文字の大き
さやコントラスト等を調整し、見やす
く表示する。 

 音声文字変換ソフトを使って、声に
よる発表をその場で文字に変換し、大
型モニタに表示しながら友達に伝え
る。 

 自分でタブレット端末を使ってコミュニ
ケーションソフトを操作し、「はい」「いい
え」など、簡単な意志や気持ちを音声で伝
える。 

 

■ 教員の指導力向上に向けた取組の推進、ＩＣＴの活用例の周知 

○ 教員がＩＣＴの基本的な知識や協働学習を行うための活用方法等を身に付け

ることができるよう、研修内容の充実や活用方法の共有（オンデマンド型の配信）

を図るとともに、必要な情報提供を行うことなどで市町村や学校の研修を支援

し、教員のＩＣＴ活用指導力を高めます。 

 

○ 県内の全ての学校でＩＣＴを活用した効果的な実践が進められるよう、情報教

育推進校※２の研究成果や全国の好事例を広く紹介します。 
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■ ＩＣＴを活用するための環境整備 

 ＧＩＧＡスクール構想によって一斉に整備された端末の更新等の在り方につい

て検討するとともに、デジタル教科書の導入に伴う通信環境の改善やクラウドサー

ビスの活用など、学校におけるネットワーク整備も進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１「情報活用能力」：世の中の様々な事象を情報とその結び付きとして捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に

活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成したりしていくために必要な資質・能力。 

※２「情報教育推進校」：情報通信技術を活用した教育振興事業（文部科学省事業）において推進校を指定し、小・中

・高等学校におけるプログラミングや情報セキュリティ、情報モラル等を含め、情報活用能力を各教科等の学習

と効果的に関連付けて育成するためのカリキュラム・マネジメントの在り方に関する調査研究を実施するもの。 
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 ４ グローバル社会に対応した教育の推進 

 

 目指すもの 

 ○ 日本の文化に対する深い理解を前提として、豊かな語学力・コミュニケーショ

ン能力、主体性・積極性、国際理解の精神等を身に付け、様々な分野で活躍でき

るグローバル人材の育成を目指します。 

 

 現状と課題 

○ グローバル化の進展に伴い、本県においても世界的規模で企業活動が展開される

ようになってきており、また、観光面でも海外からの誘客拡大が期待されることな

どから、今後ますます広い視野を持った人材が求められます。 

 

○ 国際社会で活躍する人材を育成するためには、我が国やふるさとの伝統文化の良

さに対する理解を深め、発信する力をはぐくむとともに、積極的にコミュニケーシ

ョンを図ろうとする態度を児童生徒が身に付けるための教育の充実が求められま

す。 

 
○ 国際理解教育という観点から、日本国内での外国人との交流や海外修学旅行・研

修旅行等の直接的な体験に加えて、オンラインの活用等を通して、様々な国の人々

と交流する機会を増やしていくことが大切です。 
 

○ 英語教育については、小・中・高等学校の連携は大切な要素であり、指導内容や

指導方法の共有が課題となっています。 

 

○ 小学校では、児童が英語の基本的な表現に慣れ親しみながら、実際のコミュニケ

ーションにおいて活用できる基礎的な技能を身に付けるための授業づくりが求め

られており、教員の指導力を更に高める必要があります。 

 

〇 中学校、高等学校では、生徒の英語力を高め、授業を英語による実際のコミュニ

ケーションの場とするため、英語教員の英語力・指導力を向上させることが必要で

す。 

 

【資料】国の教育振興基本計画で目安とする英語力の水準に達している生徒の割合 

※国の「第３期教育振興基本計画」の目標値 

以下の水準の中高生の割合を 50.0％以上とする  

・中学校：英検３級程度以上 

・高等学校：英検準２級程度以上 

 

【資料】国の教育振興基本計画（第２期）で目安とする英語力の水準に達している英語教員の割合 

※国の「第３期教育振興基本計画」では目標値を設定 
していない。 

※参考：「第２期教育振興基本計画」の目標水準 
英検準１級・TOEIC730点・TOEFLiBT80点以上 

 

本県 中学校 高等学校 

Ｒ３年度実績 37.5％ 46.3％ 

国の目標（計画） 50.0％ 50.0％ 

 

 

本県 中学校教員 高等学校教員 

Ｒ３年度実績 45.4％ 74.9％ 
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 施策の展開方向 

■ 国際理解教育の推進 

○ 各学校においては外国人との交流活動やＡＬＴの活用、スピーチコンテスト等

を通じた国際理解教育をさらに推進し、グローバルな視点と新潟に対する郷土愛を

持ちながら行動できる人材育成を図ります。 

   

○ 高等学校においては、外国人留学生と交流する機会を充実させるとともに、オン

ラインの活用等を含めた国際交流の推進を通じて、異文化への理解を深めるほか、

多様な価値観をはぐくみ、様々な国の人々と協働する態度を養います。 

 

○ グローバル化する社会の中で、多様な他者と協働しながら創造的に生きていく

ために必要な資質・能力の育成に向け、実社会や実生活の中で、主体的・協働的に

探究する学習を推進します。 
 

■ 教員の英語力と指導力の向上 

小・中・高等学校で牽引役として活躍できる英語教育を推進するリーダーを養成

し、リーダーを中心として各地域の教員の英語力と指導力を高めます。各学校にお

ける授業参観や授業研究等の校内研修の確実な実施を促します。さらに、自己研修

としての外部検定試験等の受検を推奨し、教員自身の英語運用能力の向上を図りま

す。 

 

■ 効果的な授業づくり 

○ 小学校においては、他の小学校や中学校との情報交換や「小学校外国語実践講

座」等の研修会を実施するなどして、コミュニケーション能力の素地や基礎を育成

する授業づくりが進められるよう支援します。 

 

○ 外部検定試験や各種調査等から、生徒の英語力の実態を分析し、中学校・高等学

校における改善方法を示します。また、「話す（やりとり）」「話す（発表）」「書

く」「聞く」「読む」の４技能５領域をバランスよく習得できる指導と評価を取り

入れた授業づくりを進めます。 

 

■ 小・中・高等学校の教員の相互理解 

小・中・高等学校を通じた各段階の学びを接続させていくために、小・中・高等学

校の教員が、研修等を通じてそれぞれの指導内容や指導方法等を相互に理解すると

ともに、ＣＡＮ－ＤＯリスト※形式の学習到達目標等を共有することにより、一貫し

た英語の指導体制を構築します。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 「CAN-DOリスト」：各学校が生徒に求められる英語力を達成するための学習到達目標を記述したもの。「～するこ

とができる」という具体的な能力記述文によって表す。 
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 ５ 持続可能な社会を構築する教育の推進 

 

目指すもの 

 ○ 持続可能な社会を構築するために、環境教育を中核としたＥＳＤ※１（持続可能な

開発のための教育）を推進し、環境の保全やよりよい環境の創造に貢献できる実践

的な態度と資質・能力を育成します。 

 

 現状と課題 

○ 温暖化や自然破壊など地球規模での環境問題等に対応できる担い手を育成するた

め、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の達成を目標としたＥＳＤの推進が求められ

ています。また、本県の豊かな自然環境を守るために、環境教育を中核としたＥＳ

Ｄの取組が求められています。 

 

○ 小・中学校においては、地域の自然や人々と関わりながら環境保全等に取り組む

体験活動や脱炭素社会の実現に向けた取組等が充実してきています。今後もこの取

組を一層推進していくとともに、日常生活の中で一人一人が自分にできることを考

え、実践していける力を身に付けることが求められています。 

 

○ 県独自の環境教育である「新潟水俣病学習」に取り組む県内の小・中学校が徐々

に増えてきており、今後も継続的に取り組むことが必要です。 

 

○ 高等学校においては、小・中学校の学習を踏まえ、持続可能な社会の形成者とし

て、環境の保全に貢献し、主体的に行動できる人材の育成が求められています。 
 

 

 
【「県立環境と人間のふれあい館」での新潟水俣病学習】   【外部講師を招いての地域の自然観察会】 
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 施策の展開方向 

 ■ 環境教育を中核としたＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の促進 

○ 小・中学校のＥＳＤの取組を充実させるために、「持続可能な開発のための教

育（ＥＳＤ）推進の手引」※２の活用例や脱炭素社会の実現に向けた取組をはじめ

とする先進的な実践事例を紹介し、学校の教育課程の中にＥＳＤを位置付け、各

校の実態に応じた持続可能な社会の担い手の育成を推進します。 

 

○ 地域の環境保全への関わりや自然体験学習等を進めていくために、「環境リー

ダー養成講座」等の研修会や、「魚沼から行く尾瀬」等の体験プログラムを活用

した学習会を進めます。 

 
○ 高等学校においては、持続可能な社会の形成者として、環境の保全に貢献し、

主体的に行動できる人材の育成を目指し、小・中学校等での学びを生かすととも

に、国際交流や環境保全活動等において、研究機関やＮＰＯ等との連携を推進し

ます。 

 
○ ユネスコスクール※３加盟校をはじめとした県内の学校における先進的な事例

や環境学習を進めるための教育資源を積極的に紹介し、県全体での取組を促進し

ていきます。 

 

 ■ 新潟県独自の環境教育の推進 

 「新潟水俣病学習」を推進するために、「県立環境と人間のふれあい館」の見学

や教師用指導資料集を活用した授業実践を継続的に行うよう、指導、支援に努めま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    【「魚沼から行く尾瀬」自然体験学習】          【全校生徒による海岸清掃活動】 

 
※１「ＥＳＤ」：Education for Sustainable Development の略。「持続可能な開発のための教育」と訳している。持続可能

な社会の担い手をはぐくむための教育。現代社会の様々な課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り

組むことで、課題解決につながる新たな価値観や行動を生み出し、持続可能な社会を創造していくことを目指す

学習や活動。環境、国際理解、多文化共生、人権、平和などの内容が含まれる。 
※２「持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）推進の手引」：ＥＳＤに関する直近の国際的動向や学習指導要領の改訂

も踏まえた持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）を実現するための行動、実践を促進するための手引。令和３年５月

改訂。 
※３「ユネスコスクール」：ユネスコ憲章に示されたユネスコの理念を実現するため、平和や国際的な連携を実践する

学校。文部科学省及び日本ユネスコ国内委員会では、ユネスコスクールをＥＳＤの推進拠点として位置付けてい

る。新潟県は国公立・私立を含め、35校園が加盟している（令和３年現在）。 
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６ 夢や希望をかなえるキャリア教育の推進 

 

 目指すもの 

 ○ 児童生徒の夢や希望をかなえるため、自分の将来を設計し、自立して生きる力を

はぐくむとともに、進路や職業、地域への理解を深めます。 

 

 現状と課題 

○ キャリア教育は、未来を担う人材を育成するために重要です。そのため、本県で

は、「郷土愛」や社会人・職業人として自立して生きていくために必要な「基礎的・

汎用的能力※１」の育成を掲げ、地域参画型のキャリア教育に取り組んできました。 

 

○ 今後はさらに、社会参画意識を醸成することや、自分の将来を自分で設計する力

を早期から育成することが必要であり、小学校から高等教育までの各学校段階にお

いて体系的・系統的なキャリア教育を推進していくことが大切です。 

 

○ 各学校では、地域の特色やそれぞれの教育目標に基づいてキャリア教育の基本理

念等を示した全体計画を作成しています。今後も、全教育課程を通じてキャリア教

育を推進するため、小・中・高等学校の系統性を重視し、各学年で取り組む内容や時

期、教科等を示した年間指導計画を整備することが必要です。 
また、小・中・高等学校におけるキャリア・パスポート※２の効果的な活用が求めら

れます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「小・中学校教育課程の編成・実施状況等に関する調査」県教育委員会（義務教育課）調べ 

 

○ 児童生徒が働くことの意義を学ぶため、発達段階に応じて、職場見学、職場体験、

インターンシップ※３等が各学校で行われています。今後も、家庭・地域・産業界と連

携し、勤労観・職業観等の価値観を育成する教育活動を推進する必要があります。 

【資料】各学年で取り組む内容や時期・教科等を示したキャリア教育年間計画を整備している学校の割合 

（県内小・中学校） 
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【資料】高等学校におけるインターンシップ等実施率の推移 

職場体験・インターンシップ実施状況調

査（国立教育政策研究所） 
＜令和３年度のみ＞ 

インターンシップ及びボランティア活動

の実施状況等調査（高等学校教育課） 

 

※令和２年度は県独自調査のため、全国 

順位なし 

 

 

 

 

 

 

【資料】質問「地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがありますか」についての回答

状況 

 

 

                    令和４年度「全国学力・学習状況調査」文部科学省 

 

【資料】高校２年生・中等教育学校５年生の意識調査 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

「卒業後の進路希望の実現のために、

現在の学校での学習内容は、直接役

に立つと思いますか」に対して、「役に

立つ」「ある程度役に立つ」と回答した

割合の推移 

県教育委員会（高等学校教育課）調べ 

小学校 

中学校 
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○ 高等学校卒業後の新規就職者で、就職後３年以内に離職する割合は、本県は全国

よりも低い数値で推移しているものの、依然として 30％前後となっています。ま

た、大学卒業後の新規就職者に比べて離職する割合が高い数値で推移するととも

に、「賃金の条件」、「人間関係」を離職の理由とする割合が高いことから、職業

理解、職業意識形成を促進させるとともに、人間関係を円滑に築き、共同して社会

に参画し、今後の社会を形成できる力（人間関係形成・社会形成能力）の育成が重

要であり、より早い段階から発達段階に応じた体系的なキャリア教育の推進が必要

です。 

 

○ 産業構造及び就業構造の変化、グローバル化の進展等、児童生徒の進路をめぐる

状況は大きく変化しています。予測困難な時代を生き抜くため、チャレンジ精神、

創造性、探究心等の起業家精神や起業家的資質・能力※４を育むことで、児童生徒が

主体的に自己の進路を選択決定できるよう、アントレプレナーシップ教育※５の推進

が必要です。 

 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ キャリア教育の意義や必要性は、保護者にも認識されるようになってきました。

引き続き、さらに、働くことの意義について家族で話し合う機会を増やしていくこ

とが必要です。 

令和３年 新潟労働局調調べ 

【資料】新規学卒就職者の学歴別就職後３年以

内離職率の推移（新潟県・高校卒） 

県教育委員会（高等学校教育課）調べ 

【資料】将来就きたい仕事について考えている 

生徒の割合（％） 

【資料】高等学校卒業後３年以内の離職率 

 

令和３年 新潟労働局調調べ 

令和３年 新潟労働局調調べ 

【資料】新規学卒就職者の学歴別就職後３年以

内離職率の推移（新潟県・大学卒） 
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 施策の展開方向 

■ 早期からの一貫したキャリア教育の推進 

○ 自分の将来を設計する力を育成するためには早期からの一貫したキャリア教育

が必要となることから、小・中学校では、キャリア強調月間※６を設けるなどの取組

を推進します。また、各学校で、学年で取り組む内容や時期、教科等を示した年間

指導計画の整備を進めるとともに、キャリア・パスポートの活用を図ることを通し

て、小・中・高等学校の連携を一層推進します。 
 
○ デジタルクリエーターやプロスポーツ選手など様々な職種に携わる方へのイン

タビューなどを撮影し、キャリア教育Ｗｅｂサイトにキャリア教育関連動画を掲

載するなど、小・中学校における１人１台の学習用端末を利活用した学習を支援し

ます。 
 
○ 地域の持続的な成長を牽引する人材を育成するため、地元企業での実習や、民間

人材を講師に招いた授業等を通じて、最先端の技術や知識を習得するなど、学校が

地域や産業界と連携した取組を推進します。 
 
〇 児童生徒が将来に夢や希望をもち、新しいことにチャレンジする意欲を育成す

るとともに、失敗や挫折を乗り越えていく力を育成するため、外部講師による講話

や模擬株式会社の設立、発想力や創造力を磨く起業体験活動の実施など、発達段階

に応じたアントレプレナーシップ教育を推進します。また、実社会との関わりを強

めるため、金融・税・法律などの実践的な教育にも取り組みます。 
 
○ 生徒が自らの生き方を考え、自分の将来を設計できるようにするため、上級学校

見学や企業見学等の一層の充実を図ります。また、労働局などの関係機関とも連携

し、「若者のための労働ハンドブック」を活用するなど、働くことの意義や労働法

制などについて理解を深めるための取組を推進します。 
 

■ 家庭・地域・産業界と連携した教育活動の充実 

○ 教員を対象とした各種研修会等において、郷土愛や基礎的・汎用的能力育成の視

点を取り入れた具体的な年間指導計画の整備を呼びかけ、各教科等全ての教育課

程でキャリア教育を推進する体制を整えます。 
 
○ 学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら社会的・職業的自立に向け

て必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるように、家庭・地域

・産業界が連携し、体系的・継続的に職場見学・職場体験活動、ボランティア活動、

地域の行事への参加などの豊かな体験の実施を働きかけます。 
 
○ 特に高等学校においては、生徒が主体的に進路選択できる力を育成すると    

ともに、ふるさとへの愛と誇りをはぐくむため、地域・産業界と連携してインター

ンシップやボランティア活動等を一層充実させます。 
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○ 専門高校等では、デュアルシステム※7を充実させ、高度な専門知識や実践的な技

術・技能を有する人材を育成するとともに職業意識を醸成します。また、普通科に

おいても、将来の進路選択の幅を広げる観点から、企業見学やインターンシップ等

多様な体験の機会を与えることにより、職業観や勤労観、さらには進路を主体的に

選択する能力を育成します。 

                 

○ 産官学が一体となった地域参画型のキャリア教育の充実のため、学校・産    

業界・教育関係・保護者等各関係団体と、キャリア教育の方向性や事業推進に係る

諸課題について協議するため「キャリア教育推進会議」を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１「基礎的・汎用的能力」：児童生徒一人一人が社会的・職業的に自立するために必要な基盤となる能力。 

※２「キャリア・パスポート」：児童生徒が小学校から高等学校までのキャリア教育に関わる活動について記入し、

記録を保管するポートフォリオのこと。 

※３「インターンシップ」：比較的短期間の就業体験で勤労観・職業観等の育成を図る活動。 

※４「起業家的資質・能力」：情報収集・分析力、判断力、実行力、リーダーシップ、コミュニケーション力等。 

※５「アントレプレナーシップ教育」：起業に限らず、新事業創出や社会課題解決等、新たな価値を生み出す姿勢や

発想・能力等（アントレプレナーシップ、起業家精神）を身に付けるための教育。 

※６「キャリア強調月間」：７月を「夢創造、ナビゲーション月間」と位置付け、キャリア教育関連動画等を活用した

授業やキャリアカウンセリング、将来の夢などに関する家族との対話を行う期間としている。 

※７「デュアルシステム」：長期の企業実習と専門教科の学習を組み合わせて、専門高校等における実践的な技術・

技能の習得を目指す職業教育の仕組み。 
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７ 豊かな人間性や社会性の基礎をはぐくむ幼児教育の充実 

 

 目指すもの 

 ○ 幼児の発達や学びの連続性及び生活の連続性を踏まえ、生涯にわたる人格形成の

基礎を培う幼児教育を推進します。 

 

 現状と課題 

○ 少子化、核家族化が進行し、幼児同士が集団で遊ぶ中で葛藤しながら互いに関わ

り合う経験や、体を動かし、実体験を伴って知識を獲得する機会が少なくなってい

ます。生涯にわたる生きる力の基礎が一人一人の幼児にはぐくまれるよう、幼児教

育の質の向上を図ることが求められています。 

 

○ 幼児と小学生の交流活動などの取組が充実してきている一方で、保幼小の教員間

で、接続を見通した教育課程の編成について一緒に話し合い、連携する機会の充実

が課題となっています。 

 

○ 親の子育てに対する不安が大きく、また地域の中で子どもを通じた付き合いが減

少していることが指摘されており、日々の子育てに対する助言や支援が必要な状況

にあります。 

そのため、幼稚園等には、子育てに関する相談対応や指導など、家庭を支援する

役割が求められています。 

 

  
                 【遊びの中での学びの芽生え】 
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 施策の展開方向 

 ■ 新潟県幼児教育センターを核とする、新潟県幼児教育推進体制の充実 

    施設類型を問わず県内全ての幼児教育施設（幼稚園、保育所及び認定こども園を

いう。以下、同じ。）において非認知能力の育成をはじめとする幼児教育の質の向

上を図るため、新潟県幼児教育センターに配置した幼児教育アドバイザー等による

訪問研修や研修等を通じて支援に努めます。 

 

 ■ 幼児教育から小学校教育への円滑な接続の推進 

   幼児教育から小学校教育への接続を見通した教育課程の編成に取り組めるよう

に、保幼小接続カリキュラム作成のための資料の紹介や、幼児教育施設と小学校の

職員による合同研修会の実施により、指導と支援に努めます。 

    

 ■ 子育てを支援する活動の充実 

   子育て相談や保護者同士の交流の機会提供など、子育てを支援するための取組が

充実するよう、研修や情報提供による支援に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【未就園児を対象としたふれあい教室】 

                       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【幼児と児童との交流活動】 
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８ 豊かな心、倫理観、規範意識などをはぐくむ教育の推進 
 
（１）道徳教育・体験活動・情操教育の推進 

 目指すもの 

 ○ 児童生徒に豊かな情操や倫理観、規範意識、自己肯定感、前向きに挑戦しやり遂

げる力などを養うため、心に響く道徳教育を推進するとともに、学校内外における

体験活動や文化活動の充実を図ります。 

 

 現状と課題 
  
○ 「人の役に立つ人間になりたい」と答える児童生徒の割合が高い一方、「自分に

はよいところがある」「将来の夢や目標を持っている」「難しいことでも、失敗を

恐れないで挑戦している」と答える割合は年齢が上がると低くなる傾向にあります。 
 
○ このような現状を踏まえると、児童生徒に自己肯定感や思いやりの心、前向きに

挑戦する力などを育成することが一層求められます。 
 

 ○ また、豊かな心をはぐくむためには、多様な人々と関わることや優れた芸術文化

の鑑賞、読書に親しむことなどが大切です。 

 
【資料】「人の役に立つ人間になりたいと思いますか」「自分にはよいところがある」「将来の夢や目

標を持っていますか」「難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦している」 への回答状況
（本県公立小・中学校）                 （％） 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

令和４年度「全国学力･学習状況調査」文部科学省 

24 
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【資料】地域との連携や自然・文化・芸術に触れる体験活動の実施状況     （％） 

 

 

 

 

 

令和３年度「新潟県小・中学校教育課程の編成・実施状況等に関する調査」県教育委員会（義務教育課）調べ 

  
 
施策の展開方向 

 

■ 道徳教育の充実 

    ○ 児童生徒が道徳的な課題を自分自身の問題と捉え、考えを深めることができる 
よう、「特別の教科 道徳」における「考え、議論する道徳」や年間指導計画の

作成に関する情報の提供、指導・助言に努めます。 
 
  ○ 学校教育全体で豊かな人間性をはぐくむために、「特 

別の教科 道徳」と各教科の学習や、多様な人々や自然 

・文化・芸術等に触れる体験活動を関連付けた道徳教育 

全体計画の作成・見直しについて指導・助言を行います。        

  

■ 体験活動、情操教育の充実 

  ○ 児童生徒の体験活動の充実を図るため、青少年教育施設※１等において、本県の

豊かな自然を活用し、学校の教育活動との連携を図りながら、自然体験活動や奉

仕活動、異年齢集団による活動・交流等の多様な体験活動を推進します。県少年

自然の家では、ロープを使った木登り体験や雪上ハイクなどの新たな活動プログ

ラムの提供やＳＮＳ※２を活用した広報機能の強化など取組の充実を図ります。 
  

  ○ 児童生徒の豊かな情操をはぐくむため、各地域の美術館、資料館、博物館等を

利用して、児童生徒の芸術鑑賞や表現活動の機会を提供するとともに、優れた芸

術や音楽などを体験する機会を設けます。  
 

○ 児童生徒が文化に親しむ活動の充実を図るため、美術作品や器楽演奏などを発 
表する機会を提供するとともに、郷土の歴史文化を学習できる新潟県埋蔵文化財 
センターをはじめ、各地域の美術館、資料館、博物館等の活用を進めます。 

 
  ○ 児童生徒が読書をとおして豊かな心を培うよう、学校図書館の活用を促すとと

もに、家庭・地域・学校等が連携・協力し、子どもが読書に親しむ機会の提供、

子ども読書活動を推進する気運の醸成等、読書に親しむ環境づくりを進めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

     【野外体験活動（少年自然の家）】     【こどもアートミュージアム（近代美術館）】 
 

※１「青少年教育施設」：青少年対象の研修・体験用施設。県では少年自然の家（胎内市）を設置。 

※２「ＳＮＳ」（ソーシャルネットワーキングサービス）：Facebook、YouTube、インスタグラムや Twitter など、イ

ンターネット上の交流をとおして社会的ネットワークを構築するサービス。 

【「特別の教科 道徳」の工夫】 

- 39 -



 
 

（２）いじめをしない、見逃さない、許さない意識の醸成 

                        ◆ いじめ防止等の取組については、基本方針Ⅲ－１（74～75ページ）に記載 

 目指すもの 

 ○ いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうるとの認識のもと、学校、家庭

、地域が連携し、児童生徒が主体となる取組をとおして、いじめをしない、見逃さ

ない、許さない意識の醸成を図ります。 
 

 現状と課題 

○ 全国学力・学習状況調査の結果（児童生徒質問紙調査）によれば、本県の大多数

の児童生徒は、「いじめはどんなことがあってもいけない」と答えています。 
 

○ 令和３年度の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

において、本県のいじめの認知件数は、平成27年度に比べ、7.0倍となっています。

いじめを積極的に認知し、その早期対応、解消に向けた取組を進める姿勢や、「集団

生活においていじめは、どの子どもにも、どの学校にも起こりうる。」という意識

が教職員に浸透していることがうかがわれる一方、認知がない学校が１割程度あり、

学校間での認知に関する取組の差によるいじめの見逃しが危惧されます。いじめを

見逃すことがないよう、積極的な認知について教職員の意識改革を図っていく必要

があります。 
 

○ いじめをはじめとする生徒指導上の問題行動等の背景の一つには、児童生徒の社

会性の欠如があると言われています。本県においては、児童生徒に育てたい社会性

として「自己有用感」「人間関係づくりの能力」「規範意識」「困難に対して、他

者と協力しながら問題解決を図る意欲や態度」を掲げており、これらを育成する取

組を推進する必要があります。 
 

○  いじめは人権に関わる問題であり、命にも関わる重大な問題です。各学校に対し

ては、学校いじめ防止基本方針に基づく組織的な対応が強く求められています。ま

た、教育活動全体を通じて児童生徒の社会性を育成するとともに、家庭や地域との

連携を強化し、いじめをしない、見逃さない、許さない意識の醸成に努める必要が

あります。 
 

【資料】本県におけるいじめの認知件数の推移（平成19～令和３年度） 

※ 国・公・私立の小学校・中学校・中等教育学校・高等学校・特別支援学校の総計による。 

 

    
  
 
  
 

 

 

 

 

 

「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」文部科学省 
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【資料】「いじめはどんな理由があってもいけないことだと思いますか」についての回答状況   （％） 

                           令和４年度「全国学力・学習状況調査」文部科学省 

 
  
施策の展開方向 

 

 ■ いじめをしない、見逃さない、許さない意識の醸成 

      いじめをしない、見逃さない、許さない意識を醸成するため、「いじめ見逃しゼ

ロスクール集会※１」など、児童生徒が主体となる活動を計画的・継続的に展開する

ことの重要性について、教職員対象の研修等により徹底するとともに、情報提供に

よる支援に努めます。 
 
 ■ 児童生徒の関わり合いに着目した教育活動の推進 

      全ての学校が、教育活動全体を通じて社会性をはぐくむため、児童生徒が主体的

に関わり合って学ぶ授業や協力しながら取り組む活動、「いじめ見逃しゼロ強調月

間※２」等における家族との触れ合いや地域との交流活動を展開するよう、指導と支

援に努めます。 
 
 ■ 社会性の育成を通した、いじめを生まない風土づくり 

      「深めよう 絆 にいがた県民会議※３」と連携した取組として、「いじめ見逃しゼ

ロキャラバン」により、児童生徒にいじめ防止やいじめへの対処等について直接呼

びかけるとともに、保護者等に対しては、県民会議への参加や県民サポーターへの

登録等を働きかけるなど、ＩＣＴを活用した県民運動を推進して学校・家庭・地域

が主体的に参画できるよう、社会全体で「いじめをしない、見逃さない、許さない

意識」の醸成に努めます。 

 

 

 
※１「いじめ見逃しゼロスクール集会」：児童生徒が主体となり、いじめの問題について考えたり、いじめをなくすた

めの取組を行ったりする集会活動。 

※２「いじめ見逃しゼロ強調月間」：６月と 10 月を強調月間と定め、家庭や地域との連携や学校間連携により地域と

の交流や異年齢交流を進め、児童生徒の社会性育成や見守り体制の構築に取り組む活動を実施。 

※３「深めよう 絆 にいがた県民会議」：いじめ防止等に取り組む気運を高めるため、マスメディアや青少年健全育成

団体、企業等が広報・啓発活動を行う「いじめ見逃しゼロ県民運動」の推進母体。 

 そう思う 
どちらかといえば 

そう思う 

どちらかといえば 

そう思わない 
そう思わない 

小学校 
本県 87.8 10.1 1.4 0.7 

全国 83.9 12.9 2.2 0.9 

中学校 
本県 86.8 10.5 1.8 0.8 

全国 82.6 13.8 2.5 1.1 

【いじめ見逃しゼロスクール集会】 【県民サポーター募集カード】 






























































































































































